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【表紙】



１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び

賛成割合（％）

第１号議案 291,137 3,005 134 （注１） 可決　98.93％

第２号議案

　白川 直樹

　亀岡 正彦

　松本 幸一

　岩城 幸司

　佐々木 隆彦

233,783

291,124

290,615

290,602

292,494

60,359

3,021

3,530

3,543

1,651

134

134

134

134

134

（注２）
可決　79.44％

可決　98.93％

可決　98.75％

可決　98.75％

可決　99.39％

第３号議案

　安部 真行

　髙取 幸子

293,980

293,995

165

150

134

134

（注２） 可決　99.90％

可決　99.90％

第４号議案 284,620 9,525 134 （注１） 可決　96.72％

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金110円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

白川直樹、亀岡正彦、松本幸一、岩城幸司、佐々木隆彦を取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に再任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

安部真行、髙取幸子を監査等委員である取締役として新たに選任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

当該事業年度末の取締役（監査等委員である社外取締役３名と社外取締役１名を除く。）５名に対

し、役員賞与として総額43,200千円を支給するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

辞任した岩城勝利氏に対し、退職慰労金を支給するものであります。

第６号議案　取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止すると

共に在任中の取締役４名（監査等委員である社外取締役及び社外取締役を除く。）に対して退職慰労

金の打ち切り支給をするものであります。なお、支給時期は対象取締役が退任する時とします。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一

層の価値共有を進めることを目的とし、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することと

を決定するものであります。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果
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第５号議案 172,086 122,058 134 （注１） 可決　58.48％

第６号議案 183,157 110,986 134 （注１） 可決　62.24％

第７号議案 284,344 9,801 134 （注１） 可決　96.62％

（賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しています。）

（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　当該事項はありません。                                                                          以上
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